
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律<相談支擬の売薬等> (平成2 4年2月厚生労働省社会擬護局障害保健福祉部資料) より抜粋

地域相談支援(地域移行支援豊地域定着支援)(案)
工 対象者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④ o 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む 臥 院している精神障害者。

→ 長期に入院してし、ることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる1年以上の入院者を中心に対象。
1年未満の入院者は~特に支援が必要な者(措置入院や医療保護入院から退院する者で住居の確保などの支援を必要とするものや

地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者など)を対象。
※ 地域移行支援の支給決定主体は、 現行の障害者支援施設等に入所する者と同様に、 精神1料病院を含め居住地特例を通用。

(入院 ･ 入所前の居住地の市町村が支給決定)

(地域定着支援)
0 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。

居宅において単身で生活する障害者
居宅において同居している家族等が障害.疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者

- 具体的な対象者のイメージは、施設･病院からの退所･退院、家族との同居から一人暮らuこ移行した者.地域生活が不安定な者等

- グループホーム･ケアホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。
※ 地域相談支援の給付決定に当たっては、障害程度区分認定調査に係る項目を調査(障害程度区分の認定は不要)

ただし、現行の国庫補助事業支援対象者については調査を実施は≠いことも可。(更新時は調査が必須)

2 . サービス内容

⑫ 権 離 農
“ ““にお“る生“に移行するた 飜 勒に閲する相談 酬 “厚生労働省令･定める便宜を供与o

→ ｢その他厚生労働省令で定める便宜“ま、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等。

げ 廉 蓬 為 翔 れ ･“の･性に‘嵐て生･た緊“の“鱒に相‘“の“の■““““o
→ ｢常時の連絡体制｣については、携帯電離による体制によることも可。また、緊急の事態に対して速やかに駆けつけられる体制を確保

することが前提。
- 布 一 般- -
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3‐ 給付法U定の有効期間

(地域移行支援)
→ 6か月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月以内で更新可。

更なる更新については、必要に応じて市町村審査会の個別審査を経て判断。
(地域定着支援)

→ 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)

④※速郵 瀦角錐盤割 れ 皺め髪鯛粥鼾弾ま婆密封戸は｢指を般相醸支援事業者鯉域移行定着担当)｣と

〔指定手続)
- 当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事 ･指定都市市長 ･中核市市長に申請し、当該自治体が指定。

(人員基準)
→ 管理者、地域移行支援 ･地域定着支援を担当する者(そのうち 1人は相談支援専門員) とする。
※ 事業所ごとに、 専従の者を配置をしなければならない (計画相談支援 ･障害児相談支援との兼務は可)。

ただし、 業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、 施設等の職務に従事することができる。
※ 相縦支援専門員については、白ら地域相談支援を実施する他、 その他の者への技術的指導、 助言を行う役割。
※ 地域移行支援 ･地域定着支援を担当する者については、資格や経験を問わない。
※ 現行の精神障害者地域移行‐定着支援事業を実施する事業者は、当面の間、 相談支援等門員の有無に関わらず指定できる経過指聡を設ける。

(できる限り速やかに相談支援専門員を配置することが望ましい。 )

(運営基準 (地域移行支援) )
○ 地域移行支援計画の作成

対象者ごとに地域移行支援計画を作成。
なお、作成に当たっては、利用者への面接や障害者支援施設等又は精神科病院の担当者を招集した会議を開催し意見を求める。

○ 相談及び援助
利用者への面接による相談や障害者支援施設等又は精神科病院からの同行支援について、概ね週1回~少なくとも1月に2回行う。

0 体験利用、体験宿泊の実施
利用者の状況等に応じ~障害福祉サービス事業の体験利用(委託)~一人暮らしに向けた体験宿泊(自ら実施又は障害福祉サービス

事業所への委託可)を実施。
0 重要事項の掲示義務、公表の努力規定を設ける。
※ その他、秘密保持、苦情解決、 記録の整備等必要な事項について規定。
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地域生活への移行に向けた支援の流れ(イメージ)

･事業の対象者
への周知
･意向の聴取等
･対象者選定

　
相談支撰
事業者へ

1退院.退所 I

地域定着支援地域移行支援

　　　　　　　　　　
　　

　　 　 　
　　　　　　

【精神科病院入所施設1 鷲蓬鐇務恐妻義務難よる地域

日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】

外泊･宿泊体験
【自宅･アパート･グループホーム等】

〆コ1運転に

　
0 居宅で単身等で生活する
常時の連絡体制

0 緊急訪問、緊急対応

通院、デイケア、訪問看護

　 　

0 居宅で単身等で生活する者との
常時の連絡体制

日中活動、居宅サービス利用

住まいの場の支援

コこ蔓=に

市町村 ･ 保健所 ･･精神保健福祉センター
障害者就業･生活支援センター 等

福祉事務所 ･ 障害福祉サービス享楽所 ･
　　

※ 璃神障害者の退院促進支援事業の手引き(平成!9年3月日本群神保健福祉士協会)を参考に作成

(運営基準 (地域定着支援) )
0 地域定着支援台帳の作成

対象者ことに、緊急時において必要となる家族~サービス事業者、医療機関等の連絡先等を記載した地域定着支援台帳を作成。
作成に当たっては、利用者に面接によるアセスメントを実施し、作成。

0 常時の連絡体制の確保等
利用者との常時の連絡体制を確保するとともに、居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握。

0 緊急の事態への対処等
緊急時に速やかに居宅への訪問等による状況把握を実施するとともに、利用者の家族、関係機関との連絡調整~緊急一時的な滞在

支援(指定障害福祉サービス事業者に委託可)等の支援。
0 地域移行支援と同様に、重要事項の掲示義務、公表の努力規定を設ける。
※ その他、 秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。

(その他)
→ 地域移行支援･地域定着支援はできる限り支援の継続性を確保する観点から、両方の指定を受けることが基本。

ただし、他の事業所との連携等により適切に支援することが可能な場合には、地域移行支援のみ又は地域定着支援のみの指定可。

5 . 報酬

地域移行支援･地域定着支援は~毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、特に支援を実施した場合等を加算で評価。

(地域移行支援)
･ 地域移行支援サービス費 2,3 00単位/月(毎月算定。少なくとも月2回以上面接･同行による支
･ 退院･退所月加算 2 ,フ0 0 単位 / 月 (退院･退所月に加算)
･ 集中支援加算 50 0単位/月(退院･退所月以外で月6日以上面接･同行による支
･ 障害福祉サービス事裳の体験利用加算 300単位/日(障害福祉サービスの体験利用を行った場合に加算)
･ 体験宿泊加算く D 30 0単位/ 白く体験宿泊を行った場合に加算。(四が算定される場
･ 体験宿泊加算(亞) 7 00単位/日(夜間支援を行う者を配置等して体験宿泊を行った場
･ 特別地域加算 十15 / 1 0 0

2 ,3 00単位/月(毎月算定。少なくとも月2回以上面接･同行による支援が襄件。)
2 ,フ0 0 単位 / 月 (退院･退所月に加算)

50 0単位/月(退院･退所月以外で月6日以上面接･同行による支援を行った場合に加算)
3 00単位/日(障害福祉サービスの体験利用を行った場合に加算)
30 0単位/ 白く体験宿泊を行った場合に加算。(四が算定される場合は除く。)
7 0 0 . / 日 ( 間支援を行う者を配置等して体験宿泊を行った場合に加算)

(地域定着支援)
･ 地域定着支援サービス費[体制確保分] 30 0単位/月(毎月算定)

[緊急時支援分]7 0 0単位/ 日(緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に算定)
特別地域加算



r地域移行支援｣ の流れ (イメージ)

○ 地域移行支援計画の作成 (利用者の具体的な意向の聴取や、精神科病院‘入所施設等の関係者
との個別支援会議の開催等を踏まえて作成)

○ ,対象者への地域生活移行に向けた訪問相談ゞ利用者や家族等八の情報提供等 (信頼関係構築、
退院に向けた具体的イメージ作り)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0三関係機関との連携 (精神科病院諄“入所施設等との個別支援会議開催や調鰹等)

○ 住居の確保等の支援 (退院 ･:退所後の住居の入居手続きの支援)

○ 同行支援 (退院 ･退所後に必要な物品の購入、行政手続き等)

0 関係機関との連携 ･“調整 (退院 ･退所後の生活に関わる関係機関との連絡調整) “ ?。

地域移行支援 ･地域定着支援と地域生活支援事業費補助金等との整理

0 入居支援(家族と同居する者等の個別支援、個別支援以外の
各種取組)

0 緊急一時的な宿泊･体験宿泊の居室の確保料

0 地域の体制整備のためのコーテイネ+ト

※ -1 ･2の上記以外の亭裳は、法施行時のために地域相談支援の提供体
制が十分でない場合は体制整備されるまで補助対象。

【1 住宅入居等支援事寮(居住サポート事業)】

① 入居支援(家族同居者等への個別支援)

② 入居支援(障害者
別支援)

③ 24時間支援

【2 地域移行のための安心生活支援事業】 【地域移行支援】
0 対象者 入所施設及び精神科病院入院者
0 サービス内容

･地域移行に向けた相談、同行による支援
･一人暮らしの体験宿泊

② 緊急一時的な宿泊(居室の確保料以外分)

③ 一人暮らしの体験宿泊(同上)
･障害福祉サービス事藥(日中活動系)の体験利用
･入居支援

【地域定着支援】
0 対象者

居宅で単身で生活する障害者又は同居する家族等による
緊急時の支援が見込まれない者

0 サービス内容

【障害者を地域で支える体制づくりモデル事案】

① 拠点のコーディネーター配置
2雀

② 24時間のサポート体制づくり 等

【3 障害者を地域で支える体制づくりモデル事案】

① 拠点のコーディネーター配置

② 24時間のサポート体制づくり 等



平成24年度r精神障害者地域移行･地域定着支援事業(補助金)｣の予算(案)について

･協議会の設置

･地域体制整備コーディネーター

の配置

･地域移行推進員の配置

･個別支援会議

･ビアサポートの活用 等

地域定着支援に係る事業

多 職種支援チームの配置
、、

て地域住民との交流事案
　

　　 　　 　 　 　 　 　 　 　　　

ハ也域移行推進員の配置
　
、
く個別支援会議

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

〆き字与労ポミニ下布渚-雨一等--
一…＼

l･協議会の設置 l
!地域体制整 備 -ディネーター l
tの配置

｣ …‐-- - - - - - - - - - -
副 賞蟄

地域定着支援に係る事業

･地域住民との交流事業

! 自立支擬協鹸会(市町村) l
　 　

l 基幹相談支援センター(市町村) l
- - - - - - - - - - - - - - )

行支援･入居支援等、地域相談支
援として個別給付化

1 協議会の設置
2 地域体制整備コーディネ

ーターの配置
3 ビアサポートの活用
4 精神科地域共生型拠点病

院の公表
5 地域住民との交流事業

- 精神科病院.診療所 ,, ｣

1 協議会の設置
2 地域体制整備コーディネーターの配置
3 ビアサポートの活用
4 精神科地域共生型拠点病院の公表
5 地域住民との交流事業
6 高齢入院患者地域吉援愛垂案

(新規ぬ

　 　　　　 　精神科デイケア

相談支援事業
･計画相談支援,

係機関の連携の下で医療、
活移行後の定着支援につし

域を拠点とし、 本人の意向に即して、 本人が充実した地域生活を送ることができるよう聞
福祉等の支援を行うという観点から、 従来の地域生活への移行支援にとどまらす、 地域生

、ても実施する。

障害福祉サービス事業等
･自立訓練

･グループホーム
･ケアホ｢ム

･就労移行支援
･就労継続支援

謎話地域活動支援セン燃片等さき;,
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I平成23年度までは都道府県等が主催する協議会‘とおし･て対象者の選定等を実施してきたにろであるが、平成24年度から
の地域相談支援の個別給付化に伴い、関係機関の連携強化に努め、地域の支援体制を構築する

　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　

地域の協議会等と連携を図り のサービス基盤の整備や地域移

/
都道府県自立支援協議会訓 『繭甕癈鰊癩騎叢浚ー

′
際螂厩寝薊酊自

　
　　　　　 　

　 　 　　つつ都道府県全体の精神 { 鱗擦る騨獲害者の支援体 行のネットワークの強化を推進
障害者の支援体制について
検討を行う

/
′
′

ノ

都
地
つ
障
検

①
に
け
②
の

鎌
都
万
存

//
/
-

‐“----“--.--I
l
-
I
l
I,
ii
l-
l
l
l
-t

①地域の支援体制に向け
た調整会議
②地域移行支援に係る課
題の解決に向けた支援等

①精神障害者の地域生活支援
に向けた支援や課題解決に向
けた検討
②地域移行支援の推進のため
の研修企画等

(※ 設置形態については、
保健所運営協議会等、既存
の協議会の活用も町)

(※ 設置形態については、
都道府県自立支援協議会、地
方精神保健福祉審議会等、既
存の協議会の活用も可)。

-※◎については、平成24年度精神障害者地域移行.地域定着支援事案による対象経費となること 24

一‐ 諄 窒 垂 副 }
▼ ‐ 三 ･ 塗 葭 三

一
　 　　　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

癩道府県及び保 瓣 廉精神穣害者の地域移行地域定着に向けた支援‘こっぃて･市町村･
精神科病院、関係機関等への協力及び連携等の役割を担う。

･障害福祉計画に係る入院中の者に係る
サービス量の見込について保健所及び市町
村等に提示。
･地方精神保健福祉審議会及び都道府県自
立支援協議会を通じ、精神科病院や関係機
関への地域移行･地域定着支援の推進に向
けた働きかけを実施。
･一般相談支援事業者の指定権者として、地
域相談支援に係る事業者の指導監督の実施
等

【保健所】

･精神障害者の地域移行･地域定着支援に向
けた圏域内の調整及び連携推進、市町村、精
神科病院及び関係機関に対しての積極的な働
きかけ。
･自立支援協議会等のメンバーとしての参加及
び協力。
･利用者の状況に応じ、保健師や精神保健福
祉相談員等が、地域移行支援･地域定着支援
を担当する者と共に、同行訪問及び精神科病
院等への連絡調整。
･市町村に対する管内の精神障害者に係る状
況(入院者数等)に係る情報提供等。
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【現行制度】 L 魚性期 ー ー 回復期 l l 安定期(退院後) l

-医
療
隣

一
措
置
解
除
(
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
決
定
)

･指定医による診
寮
･入院受け入れ

･病状安定のための
治療と支援

･病状安定のための治
療と退院支援
･支援会鹸の開催

措
置
解
除
(都
道
府
県
知
事
に
よ
る
決
定
)霊
活円

…地
域
移
行
支
攪
を
行
う
事
藥
艶

克三

群寮部費癈癈 協議競,“‘'“沁‘‘“ I
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【見直し案】

… 病状安定のための 匡 凸 謹製の援
安定と退院-こ向覊 『選定医による翁

関 議院受[ナ入れ J 醤 治療と支援
‘ ‐遼 ム･入院受け入れ 置

･

　　　　 　

保
健
所

･措置診察
･入院措置手続 ･定期病状報告書の受理

･支援会嚢参加 茎ミ: {ゞ .地域での相談継続
･支援計画の作成 をさきミ .各種サービスへの
･家族、関係機関の捌艶等 きせもま .

く地域移行支援)
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l安定期(退院後) ll 急性期 l l 回復期 l【現行制度】

医
療
保
護
入
院
(保
護
者
に
よ
る
同
意
)

･入院届、定期病状報告書の受理 退 〔.退院届の受理 J

　
　　　　　 　 　　　

“ 導 .各種サービスへの 義
盃“魂 斡旋等　
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【見直し案】

･病状の安定と退院に向けた
支援 治療継続に

向けた支援

･退院届の受理

　　　　　　　　　　　
･入院届、定期病状報告筈の受理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

くサ-ピス利用計画)

･地域での相談継続
･各種サービスへの斡旋
･家族、関係機関の囮蛾等

医
療
保
護
入
院
(保
護
者
に
よ
る
同
意
)

(地域移行支援〉
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施設入所者及び入院患者の地域移行に係る支援のイメージ

0 施設入所者は、一定期間ごとのモニタリングを通じて、地域移行支援に繋げる。

0 入院患者は、モニタリング対象者ではないため(サービス利用者ではなし、ため)、精神科病院からの
依頼を受ける等により、地域移行支援に繋げる。
※ 入所施設や精神科病院における地域移行の取組と連携しつつ実施。
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洲
鰯
醸
鷁熱
職
階
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飜
撤
趨
碗
卿
覊
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題
閣
瀝緻
邇

= 計画相談支援(指定特定相談支援事案者) li

珍 珍計画の見直し

m 地域相談支援(指定-般相談支援事業者) -1

･

地域移行支援
同行支援･入居支援等

モニタ
リングうらら 珍
＼

地域定着支援
常時の連絡体制の確保等

地域移行支援
同行支援･入居支援等

地域定着支援
常時の連絡体制の確保等

施設･病院 l 地 域
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